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2023 年度 日本陸上競技連盟競技規則 修改正案＜2023.2.13＞ 

競技運営委員会 

競技規則検討 PT 

（太字：修改正、追加、挿入  修改正前：削除  修改正前＆修改正：移動） 

【一般的に適用される定義】 

 修改正前 修改正 

国際競技会 

 

別途定めのない限り、次の競技会をいう。 

1.1 

⒜ ワールド・アスレティックス・シリーズ（WAS）

に含まれる競技会。 

⒝ オリンピック競技大会の陸上競技プログラム。 

1.2 WA が独占的な管理をせず、エリア、区域、ま

たは参加者が単一のエリアに制限されないグル

ープの総合競技大会の陸上競技プログラム。 

1.3 参加者が単一のエリアに制限されない区域、

またはグループの陸上競技選手権大会。 

1.4 複数の加盟陸連、またはエリア、またはその組

み合わせを代表する異なった複数のエリアから

参加するチームの対抗戦。 

1.5 WA がそのグローバル競技体制の一環として

分類しカウンシルが承認した国際招待大会。 

1.6 １つのエリア陸連が主催したエリア選手権、

およびその他のエリア内競技会。 

1.7 参加者が単一のエリアに制限されているエリ

ア、地区あるいはグループの総合競技大会にお

ける陸上競技プログラムおよび、地区あるいは

グループの陸上競技選手権大会。 

1.8 U18 および U20 のカテゴリーに属する競技

会を除く、2 以上の加盟団体、または同じエリア

の加盟団体の組合せを代表するチームの対抗戦 

1.9 上記 1.5 に規定される以外の国際招待大会ま

たは競技会で、出場料、賞金、現金以外の賞品の

価値が 総額で 5 万米ドルを超えるもの、また

は、種目別で 8,000 米ドルを超えるものが 1 種

目でも含まれるもの。 

1.10 上記 1.5に規定されているのと同様なエリア

のプログラム。 

ワールドランキングコンペティションと同じ。 

ﾜｰﾙﾄﾞﾗﾝｷﾝｸﾞ 

ｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ 

 

－ ワールドランキングコンペティションとは、次の競技

会をいう。 

1.1 WA が開催または認可する競技会: 

a. ワールド・アスレティックス・シリーズ（WAS） 

b. オリンピック競技大会 

c. 複数エリアからの参加者による総合競技大会の

陸上競技プログラム、およびその他の陸上競技

大会の陸上競技プログラム (競技会規則（CR）

および競技規則（TR）の適用と遵守を条件とす

る) 

d. 一日開催の大会／サーキットとラベルロードレ

ース 

e. 複数エリアからの参加者による国際競技会 

1.2 エリア陸連が開催または認可する競技会 

a. エリア選手権（すべての種別や種目） 

b. エリア内選手権 

c. 参加者が単一のエリアに限定された総合競技大
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会の陸上競技プログラム、およびその他の陸上

競技大会 

d. 一日開催の大会、サーキットとラベルロードレ

ース。 

e. 国際対抗競技会（単一エリアからの参加者に限

る） 

1.3 加盟団体（各国陸連）によって開催または認可する

競技会: 

a. 各加盟団体選手権大会 (世界陸上競技選手権大

会よび世界室内陸上競技選手権大会に含まれる

種目) 

b. WA の競技会規則（CR）および競技規則（TR）

に従って開催され、WA によって定められた条件

に従い、承認の期限内に申請書が提出された、加

盟連盟が特定するその他の国内大会 

 

【競技会規則（CR）】 

条文番号 修改正前 修改正 

CR1 他 

 

「地域陸連」 

「（各国の）陸連、（選手の所属する）陸連」 

「エリア陸連」 

「加盟団体」 

CR2 

 

2.1   カウンシルは本規則に準拠して国際競技会を実

施し、競技者、競技者代理人、大会組織者および複数

の加盟陸連の関係を律する規定を定めることができ

る。カウンシルはこれらの規定をうまく適合するよ

うに変更または修正できる。 

2.2   WA および地域陸連は、適用できる規則や規定に

確実に準拠しているのを確認するために、WA およ

び地域陸連の許可証をそれぞれ必要とする国際競技

会に参加する 1 名以上の代表者を指定できる。WA ま

たは地域陸連の要請により、そのような代表者は問

題の国際競技会が終わってから 30 日以内に準拠性

に関する報告書を提出する。 

2.1 カウンシルは規則に基づいて開催される国際競技

会の運営規程や、競技者、競技者代理人、競技会主

催者および加盟団体の関係を律する規程を定める

ことができる。カウンシルは適宜、これらの規程を

変更または修正することができる。 

2.2 WA およびエリア陸連は、適用される規則や規程が

遵守されていることを確認するために、WA または

エリア陸連の認可を必要とする国際競技会に出席

する 1 名以上の代表者を指名することができる。

WA またはエリア陸連の要請により、指名された代

表者は当該国際競技会終了後 30 日以内に「遵守に

関する報告書」を提出する。  

CR8.2 

 

クロスカントリー競走・道路競走・マウンテンレース・

トレイルランニングにおいて ITOs が指名されたら、

ITO は主催者に必要な支援を行う。ITO は自身に割り

当てられた競技種目実施中ずっと競技場所にいなくて

はならない。 

クロスカントリー競走・道路競走・マウンテンレース・

トレイルランニングにおいて ITOs が指名されたら、

ITO は主催者に必要な支援を行う。ITO は自身に割り

当てられた競技種目が行われている間は、常に競技場

所にいなくてはならない。 

CR18.3 

 

トラック競技審判長、場外競技審判長は、レースの順位

について、審判員が順位に疑義があり順位を決定でき

ない場合に限り、順位を決定する権限がある。但し、競

歩競技の競歩審判員主任が責任を持つ任務の範囲には

権限を持たないスタート審判長（スタート審判長が任

命されていなければトラック競技審判長）は、もしスタ

ートチームのスタート関連の判定に同意できなけれ

ば、当該スタートに関するどんな事実についても決定

する権限を持つ。 

トラック競技審判長、競歩競技審判長は、レースの順位

について、審判員が順位に疑義があり順位を決定でき

ない場合に限り、順位を決定する権限がある。但し、競

歩競技の競歩審判員主任が責任を持つ任務の範囲には

権限を持たない。 

スタート審判長（スタート審判長が任命されていなけ

ればトラック競技審判長または競歩競技審判長）は、

もしスタートチームのスタート関連の判定に同意でき

なければ、当該スタートに関するどんな事実について

も決定する権限を持つ。 

CR19 

ｸﾞﾘｰﾝ 

 

・・・。 

別の方法として、審判員が本当の疑念がある場合には、赤旗

を上げたうえで痕跡を保存するか、試技を計測したことを確認

したうえでビデオ審判員に助言を求めることもできる。 

・・・。 

別の方法として、審判員が本当の疑念がある場合には、赤旗

を上げたうえで痕跡を保存するか、試技を計測したことを確認

したうえでビデオ審判長に助言を求めることもできる。 

CR21.3 

 

写真判定システムあるいはトランスポンダーシステム

を使用する場合は写真判定員主任と適切な人数の写真

判定員が任命されなければならない。 

写真判定システムを使用する場合は、写真判定員主任

と適切な人数の写真判定員が任命されなければならな

い。 
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CR22.3 

 

〔注意〕 

スターターは全走者を狭い視野に収められるような位

置に立たなければならない。クラウチング・スタートを

用いるレースでは、全走者が信号器を作動させる前の

「用意」の状態で静止しているのが確認できるところ

に立つことが必要である。 

〔注意〕 

スターターは全走者を狭い視野に収められるような位

置に立たなければならない。クラウチング・スタートを

用いるレースでは、全走者が信号器を作動させる前の

「Set（用意）」の状態で静止しているのが確認できる

ところに立つことが必要である。 

CR23.4 スターターが競技者に「位置について」を命じた時に

は、出発係は TR16.3 と 16.4 が守られていることを確

認しなければならない。 

スターターが競技者にスタートの位置に着くよう命じ

た時には、出発係は TR16.3 と 16.4 が守られているこ

とを確認しなければならない。 

CR28 

 

〔注意〕 

計測機器の一連のチェックは当該機器を使用する次の

競技が行われるまでの間に行う。競技中に正常に作動

しないといった正当な理由がある場合には競技中に計

測機器のチェックを行うが、その際には通常は検査済

鋼鉄製巻尺を使用せずにチェックを行う。 

〔注釈〕 

距離を測るチェックポイントにゴルフのティー等でマ

ークしておき、速やかにチェックできるようにしてお

くとよい。 

 

〔注意〕 

計測機器の一連のチェックは当該種目の競技終了後に

も、あるいは競技中に正常に作動しないといった正当

な理由がある場合には競技中にも行うが、その際には

通常は検査済鋼鉄製巻尺を使用せずに行う。 

 

〔注釈〕 

距離を測るチェックポイントにゴルフのティー等でマ

ークしておき、速やかにチェックできるようにしてお

く。競技中や競技終了後のチェックでは、検査済鋼鉄

製巻尺は使用せず、マークしたティー等の距離が競技

開始前に計測した値と同じであるかを確認する。 

CR31.14.5 

 

TR32 と 34 のもとで行われる 400ｍ（4×200ｍリレー

および 4×400ｍリレーを含む）までのすべてのレース

の世界記録の公認は、・・・ 

CR32 と CR34 の対象となる 400ｍ（4×200ｍリレーお

よび 4×400ｍリレーを含む）までのすべてのレースの

世界記録の公認は、・・・ 

CR31.21.3 

 

スタート地点とフィニッシュ地点間全体の標高の減少

は 1,000 分の１㎞(0.1%)、即ち 1 ㎞あたり 1ｍを超え

てはならない。 

スタート地点とフィニッシュ地点間全体の標高の減少

は 1,000 分の１(0.1%)、即ち 1 ㎞あたり 1ｍを超えて

はならない。 

CR32 

 

男子 

写真判定・手動計時・トランスポンダー計時 

道路競技 5 km 10km ハーフマラソン・・・ 

 

女子 

写真判定・手動計時・トランスポンダー計時 

道路競技 5 km 10km ハーフマラソン・・・ 

男子 

写真判定・手動計時・トランスポンダー計時 

道路競技 1 マイル＊ 5 km 10km 

 ハーフマラソン・・・ 

女子 

写真判定・手動計時・トランスポンダー計時 

道路競技 1 マイル＊ 5 km 10km 

 ハーフマラソン・・・ 

 

＊記録の初回認定は 2023 年 9 月 1 日とし、男子 3 分

50 秒以内、女子 4 分 19 秒以内の記録を対象とする。

その時点で上記記録が達成されていなかった場合、

その時点でのベストタイムが世界記録となる。 

写真判定装置による 0.01 秒単位の記録、またはトラ

ンスポンダーシステムによる 0.1 秒単位の記録が認

められる。 

CR32 

 

〔注意〕 

ⅰ競歩競技を除く女子の道路競走については、WA は

男女混合レース（男女混合）で達成された世界記録と

女子レース（女子単独）で達成された世界記録という

2 つの世界記録を公認するものとする。 

ⅱ女子単独の道路競走は、男女異なるスタート時間を

設けることで実施できる。その際、特にコースが同じ

箇所を複数回通過するように設定されている場合

は、助力、ペース調整、妨害の可能性を防ぐべく適切

な時間差が設定されるべきである。 

〔注意〕 

ⅰ 競歩競技を除く女子の道路競走については、WA は

男女混合レース（男女混合）で達成された世界記録と

女子レース（女子単独）で達成された世界記録という

2 つの世界記録を公認するものとする。 

女子の競歩競技については、男女混合レース（男女

混合）または女子レース（女子単独）のどちらかで

達成された 1 つの世界記録を公認するものとする。 

道路競技の 1 マイルについては、単一の性別者のみ

が出場したレースの記録を世界記録として公認す

る。 
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〔注意〕 

ⅱ 女子単独の道路競走は、男女異なるスタート時間を

設けることで実施できる。その際、特にコースが同じ箇

所を複数回通過するように設定されている場合は、助

力、ペース調整、妨害の可能性を防ぐべく適切な時間差

が設定されるべきである。 

CR37.10 

 

男子 

写真判定・手動計時・トランスポンダー計時 

道路競技 5 km 10km 15km 10 マイル・・・ 

 

 

女子 

写真判定・手動計時・トランスポンダー計時 

道路競技 5 km 10km 15km 20km・・・ 

男子 

写真判定・手動計時・トランスポンダー計時 

道路競技 1 マイル＊ 5 km 10km  

ハーフマラソン・・・ 

 

女子 

写真判定・手動計時・トランスポンダー計時 

道路競技 1 マイル＊ 5 km 10km  

ハーフマラソン・・・ 

 

＊初回認定は 2023 年 12 月 31 日とする。 

写真判定装置による 0.01 秒単位の記録、またはトラ

ンスポンダーシステムによる 0.1 秒単位の記録が認

められる。 

 

女子の競歩競技については、男女混合レース（男女

混合）または女子レース（女子単独）のどちらかで

達成された 1 つの日本記録を公認するものとする。 

道路競技の 1 マイルについては、単一の性別者のみ

が出場したレースの記録を日本記録として公認す

る。 

 

【競技規則（TR）】 

 

TR1 

 

〔国際〕 

国際競技会定義に定められた競技会は、 World 

Athletics（以下、WA）競技規則に基づいて行われなけ

ればならない。 

…。 

 

〔国際－注意〕 

WA 加盟団体は、自国内の競技会運営にあたっては 

WA 競技規則を適用することを推奨する。 

〔国際〕 

ワールドランキングコンペティションは、WA 競技会

規則（CR）、競技規則（TR）および WA が定める諸規

則に従って行われなければならず、WA グローバルカ

レンダーに記載されるものとする。 

…。 

〔注意〕 

ワールドランキングコンペティションに該当しない競

技会であっても、加盟団体は WA 競技会規則（CR）、

競技規則（TR）および WA の定める諸規則を適用して

実施するべきである。 

TR3.1 

 

〔国内〕 

国内のユース、ジュニアの競技会では年齢区分の下限

は設けない。 

〔国内〕 

国内の U18、U20 の競技会では年齢区分の下限は設け

ない。 

TR5.2 

 

〔国内〕 

競技用靴に関する主要規則 

〔競技用靴に関する規程 主要項目抜粋〕 

 

TR5.2 

 

・靴底の最大の厚さ（購入時から装着されているオリ

ジナルのインナーソールを含む）は、2024年10月31日

までは以下の通りとする。 

種目 

靴底の

最大の

厚さ 

要件・備考 

フィールド種目 

(除：三段跳) 
20mm 

全投てき種目と高さを競う跳

躍種目および三段跳を除く、

長さを競う跳躍種目に適用。 

・靴底の最大の厚さ（購入時から装着されているオリ

ジナルのインナーソールを含む）は、2024年10月31日

までは以下の通りとする。 

種目 

靴底の

最大の

厚さ 

要件・備考 

フィールド種目 

(除：三段跳) 
20mm 

全投てき種目と高さを競う跳

躍種目および三段跳を除く、

長さを競う跳躍種目に適用。 
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全フィールド種目で、靴の前

の部分の中心点の靴底の厚さ

は、踵の中心点の靴底の厚さ

を超えてはならない。 

三段跳 25mm 

靴の前の部分の中心点の靴底

の厚さは、踵の中心点の靴底

の厚さを超えてはならない。 

トラック種目 

(800ｍ未満の種

目、ハードル種

目を含む) 

20mm 
リレーにおいては、各走者が

走る距離に応じて適用する。 

トラック種目 

(800m 以上の種

目、障害物競走

を含む) 

25mm 

リレーにおいては、各走者が

走る距離に応じて適用する。 

競技場内で行う競歩競技の靴

底の最大の厚さは、道路競技

と同じとする。 

クロス 

カントリー 

25mm 

ｽﾊﾟｲｸｼｭ

ｰｽﾞ 

または 

40mm 

ﾉﾝ･ｽﾊﾟｲ

ｸｼｭｰｽﾞ 

競技者はスパイクシューズで

もノン・スパイクシューズ

（ロードシューズなど）を履

くことができる。スパイクシ

ューズを履く場合、靴底の最

大の厚さは25mm を超えては

ならない。ノン・スパイクシ

ューズを履く場合、靴底の最

大の厚さは40mm を超えては

ならない。 

道路競技 

(競走、競歩) 
40mm   

ﾏｳﾝﾃﾝﾚｰｽと 

ﾄﾚｲﾙﾚｰｽ  

制 限 な

し 
  

 

 

全フィールド種目で、靴の前

の部分の中心点の靴底の厚さ

は、踵の中心点の靴底の厚さ

を超えてはならない。 

三段跳 25mm 

靴の前の部分の中心点の靴底

の厚さは、踵の中心点の靴底

の厚さを超えてはならない。 

トラック種目 

(800ｍ未満の種

目、ハードル種

目を含む) 

20mm 
リレーにおいては、各走者が

走る距離に応じて適用する。 

トラック種目 

(800m 以上の種

目、障害物競走

を含む) 

25mm 

リレーにおいては、各走者が

走る距離に応じて適用する。 

競技場内で行う競歩競技の靴

底の最大の厚さは、道路競技

と同じとする。 

クロス 

カントリー 

25mm 

ｽﾊﾟｲｸｼｭ

ｰｽﾞ 

または 

40mm 

ﾉﾝ･ｽﾊﾟｲ

ｸｼｭｰｽﾞ 

競技者はスパイクシューズま

たはノン・スパイクシューズ

（ロードシューズなど）を履

くことができる。スパイクシ

ューズを履く場合、靴底の最

大の厚さは25mm を超えては

ならない。ノン・スパイクシ

ューズを履く場合、靴底の最

大の厚さは40mm を超えては

ならない。 

道路競技 

(競走、競歩) 
40mm   

ﾏｳﾝﾃﾝﾚｰｽと 

ﾄﾚｲﾙﾚｰｽ  

制限 

なし 
  

・靴底の最大の厚さ（購入時から装着されているオリ

ジナルのインナーソールを含む）は、2024 年 11 月

1 日からは以下の通りとする。 

種目 

靴底の

最大の

厚さ 

要件・備考 

トラック種目 

ハードル種目 

障害物競走 

20mm 

ｽﾊﾟｲｸｼｭ

ｰｽﾞ 

または 

ﾉﾝ･ｽﾊﾟｲ

ｸｼｭｰｽﾞ 

リレーにおいては、各走者が

走る距離に応じて適用する。

競技場内で行う競歩競技の靴

底の厚さは、道路競技と同じ

とする。 

 

 

フィールド種目 

20mm 

ｽﾊﾟｲｸｼｭ

ｰｽﾞ 

または 

ﾉﾝ･ｽﾊﾟｲ

ｸｼｭｰｽﾞ 

全跳躍種目で、本規程10.3お

よび10.4に記載のとおり、靴

の前の部分の中心点の靴底の

厚さは、踵の中心点の靴底の

厚さを超えてはならない（前

足の中心は、靴の内部の長さ

の75％にある靴の中心点。 踵

の中心は、靴の内部の長さの

12％にある靴の中心点）。 

道路競技 

（競走・競歩） 

40mm 
 

クロス 

カントリー 

20mm 

ｽﾊﾟｲｸｼｭ

ｰｽﾞ 

または 

40mm 

ﾉﾝ･ｽﾊﾟｲ

ｸｼｭｰｽﾞ 

競技者はスパイクシューズま

たはノン・スパイクシューズ

（ロードシューズなど）を履

くことができる。 スパイクシ

ューズを履く場合、靴底の最

大の厚さは20mm を超えては

ならない。 ノン・スパイクシ

ューズを履く場合、靴底の最

大の厚さは40mm を超えては

ならない。 
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ﾏｳﾝﾃﾝﾚｰｽと 

ﾄﾚｲﾙﾚｰｽ  

制限 

なし 

 

重要告知：本規程 5.3 に従い、2024 年 11 月 1 日以降、

靴底厚が上記の表に記載されている最大の

厚さを超える既存靴は承認されなくなり、

対象競技会では着用できなくなる。 

TR5 

〔国内〕 

ⅱ アスリートビブス（ビブス）の大きさは、横 24 ㎝

以内×縦 16 ㎝以内とし、個人を識別する文字や数字

等の大きさは縦最低 6cm～最高 10cm する。腰ナン

バー標識は 12cm×18cm を標準とする。 

ⅱ アスリートビブス（ビブス）の大きさは、横 24 ㎝

以内×縦 16 ㎝以内とする。個人を識別する文字や

数字等の大きさは、競技会における広告および展

示物に関する規程参照。腰ナンバー標識は 12cm×

18cm を標準とする。 

TR5 

〔注意〕 

ⅲ アスリートビブス（ビブス）上部の広告（スポンサ

ー名）は、縦 6 ㎝以内、横 24 ㎝以内とする。 

ⅳ アスリートビブス（ビブス）の広告は、男女別およ

び種目別に分けることができる。 

ⅴ アスリートビブス（ビブス）の下部の大会名等は、

縦４㎝以内とする。 

ⅵ アスリートビブス（ビブス）の広告を含め、競技者

がアスリートビブス（ビブス）を切ったり、曲げたり、

文字を隠したりした時は、出場停止にすることがで

きる。 

（詳細は広告および展示物に関する規程参照） 

TR6.2 

 

〔注釈〕 

TR7 ならびに TR8 でいうラウンドとは、予選や決勝な

どのことであり、走高跳、棒高跳でのある高さ、他のフ

ィールド競技における試技回数とは異なる。 

＜移動＞ TR7.4 へ 

TR6.3.4 

 

何らかの機械的補助を利用すること。ただし、そうした

補助を利用しても、利用しない他の競技者よりも有利

にならないと考えられる場合を除く。 

何らかの機械的補助を利用すること。ただし、機械的

補助用具規程（the Mechanical Aids Regulations）に

従って許可（承認）された、あるいは認められた、障が

いのある競技者が使用することを除く。 

機械的補助用具規程参照。 

TR7.4 

 

＜TR6.2 から移動＞ 〔注釈〕 

TR7 ならびに TR8 でいうラウンドとは、予選や決勝な

どのことであり、走高跳、棒高跳でのある高さ、他のフ

ィールド競技における試技回数とは異なる。 

TR9 

ｸﾞﾘｰﾝ 

 

TR9.2.1 の目的は 5000ｍ以上の長距離種目の実施を促

進することであり、より長い種目の場合に 1 人または 2 人の男

子もしくは女子選手が出場した場合に（例えば、10,000m

以上の競歩競技）、・・・ 

TR9.2.1 の目的は 5000ｍ以上の長距離種目の実施を促

進することであり、より長い種目の場合で男女のいずれかまた

は男女ともに少数の競技者が出場する場合に（例えば、

10,000m以上の競歩競技）、・・・ 

TR11.1 

 

競技者の記録は、本連盟規則に基づいて準備された競

技会で、かつ本連盟が認めた用器具を競技者が使った

時でなければ有効としない。 

〔国際〕 

ワールドランキングコンペティションで達成された記

録のみを有効とする。 

〔国内〕 

競技者の記録は、本連盟規則に基づいて準備された競

技会で、かつ本連盟が認めた用器具を競技者が使った

時でなければ有効としない。 

TR11.2.1 

 

TR11.2.2 

 

TR11.2.3 

CR1に規定されている統括団体（加盟団体）が認めてい

る種目であること。  

その競技に公認審判員が委嘱され、審判員によって運

営されていること。  

必要に応じて規則に合致した用器具が用いられている

こと。 

CR1に規定されている競技会統括団体が開催を承認し

ている競技会であること。  

公認審判員が指名され、当該競技会の審判にあたって

いること。  

規則に準拠した機器や用器具が使用されていること。 

TR11.3.1 

 

TR11.3.2 

 

CR1に規定される統括団体（加盟団体）が競技会の開催

を公認している。 

公認審判員が指名され、当該競技会の審判にあたって

いる。 

CR1 に規定されている競技会統括団体が開催を承認し

ている競技会であること。 

公認審判員が指名され、当該競技会の審判にあたって

いること。 
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TR11.3.3 規則に準拠した機器や用器具が使用されている。 規則に準拠した機器や用器具が使用されていること。 

 

TR13 

 

…採点方法は、競技開始までに参加チームの合意を得

なければならない。ただし、適用される規則で規定があ

る場合はその限りではない。 

…採点方法は、競技開始までに参加する加盟団体また

はチームの合意を得なければならない。ただし、適用さ

れる規則で規定がある場合はその限りではない。 

TR14.1 

 

…。 

縁石を撤去しコーンまたは旗で代用する（代用縁石を

含む）方法は、水濠を越えるためにメイントラックを離

れる障害物競走、TR17.5.2 によるグループスタートの

外側、そして縁石設置のない直走路にも・・・ 

・・・。 

縁石を撤去しコーンまたは旗で代用する（代用縁石を

含む）方法は、水濠を越えるためにメイントラックを離

れる障害物競走、TR17.5.2 による第 1 グループと第 2

グループの走路の境界、縁石設置のない直走路にも・・・ 

TR15.3 

 

〔国際〕 

国際競技会定義 1.1～1.3、1.6 に該当する競技会、

CR32 あるいは CR34 のもとで世界記録として… 

〔国際〕 

国際競技会定義 1.1～1.3、1.6 に該当する競技会、

CR32 あるいは CR34 の対象となる世界記録として… 

 

TR16.2.3 

 

〔国内〕 

スタートの準備が全て整っていない、スタートを中断

しようと考えた場合には、「立って」の言葉を用い

る。 

〔国内〕 

スタートの準備が全て整っていないと判断したり、ス

タートを中断しようと考えた場合には、「立って」の

言葉を用いる。 

TR16.7. 

ｸﾞﾘｰﾝ 

 

・・・。 

しかし、ピストル発射前に手や足を動かしていなくても、何らか

の連続的な動きで効果的にスタートしようとする「ローリングスタ

ート」があったとスターター（またはリコーラー）が判断したなら、

レースはリコール（呼び戻し）されなくてはならない。リコール

（呼び戻し）はスターターやリコーラーによってなされるが、競技

者が動き始めたとき、ピストルを撃って呼び戻すべきと判断でき

る最良に位置にいるのはスターターである。このケースではスター

ト合図前に競技者が動作を開始したとスターターが確信するな

ら、不正スタートが課せられるべきである。 

〔注意〕ii に従って立ち姿勢からスタートする種目では、・・・ 

・・・。 

しかし、スターターによる号砲前に競技者が手や足を動かして

いなくても、号砲のタイミングを予想し、何らかの連続的な動

きで効果的にスタートしようとする「ローリングスタート」があったと

スターター（またはリコーラー）が判断したなら、レースはリコー

ル（呼び戻し）されなければならない。リコール（呼び戻し）

はスターターまたはリコーラーによって行うことができるが、競技

者が動き始めたとき、「ローリングスタート」の有無を判断でき

る最適な立場にあるのはスターターである。スターターが、号

砲の前に競技者が動作を開始したと確信するなら、不正スタ

ートが与えられるべきである。 

〔注意〕ii に従って立位（スタンディングポジション）でスタート

する種目では、・・・ 

TR17.2.2 

 

別の競技者が上記妨害行為を引き起こしたと審判長が

判断した場合、 

別の競技者が上記妨害行為を意図的に引き起こしたと

審判長が判断した場合、 

TR17.14 

 

途中時間や予想優勝時間は、公式にアナウンスまたは

表示することができる。2 か所までの指定された場所で

時間を読み上げることができる各１名を、許可あるい

は指名できる。審判長より事前に承認を得ない限り、い

かなる者も競技区域内で時間を競技者に知らせてはな

らない。こうした許可が与えられるのは、レースに参加

している競技者全員が途中時間を知ることができるよ

うな地点や環境下に、競技者が視認できる時間表示が

ない場合に限定される。 

本規則に違反し途中経過時間を知らされた競技者は、

助力を受けたと見なし、TR6.2 を適用する。 

途中時間や予想優勝時間は、公式にアナウンスまたは

表示することができる。審判長は、レースに参加して

いる競技者全員が途中時間を知ることができるような

地点や環境下に視認できる時間表示がない場合に限

り、2 か所まで場所を指定し、その場所で時間を読み上

げることができる各１名を、許可あるいは指名できる。

審判長より事前に承認を得ない限り、いかなる者も競

技区域内で時間を競技者に知らせてはならない。 

本規則に違反し途中経過時間を知らされた競技者は、

助力を受けたと見なし、TR6.2 を適用する。 

TR19.10.1 

 

トラックレースでは、ちょうど 0.1 秒で終わる以外は、

次の 0.1 秒として変換され記録される。すなわち、10

秒 11 は 10 秒 2 と記録される 

トラックレースでは、ちょうど 0.1 秒で終わる以外は、

次のより長い 0.1 秒として変換され記録される。 

例 10.11 → 10.2 

TR19.10.2 

 

レースの一部または全部が競技場外で行われる場合の

計時は、ちょうど秒で終わる以外は、次の秒として変換

され記録される。 

レースの一部または全部が競技場外で行われる場合の

計時は、0.1 秒単位が厳密に「.0」にならない場合は、

次のより長い 1 秒として変換され記録される。 

TR19.17 

 

 

…。この場合、画像上に表示された時間はいかなる状況

においても公式記録と見なされないが、画像は競技者

間の順位を判断し、時間差を調整するための有効な材

料として用いることができる。 

 

 

…。この場合、画像は競技者間の順位を判断し、時間差

を調整するための有効な材料として用いることができ

る。 
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TR19.19 

 

…。 

写真判定員主任はトラック競技審判長とスターターの

協力を得て、そのシステムが自動的にスターターの信

号器の合図で承認された写真判定装置が TR19.13.2 に

定められた時間内（0.001 秒以内）で正しく作動するか

どうかのゼロ・コントロールテストを、各セッション

（午前の部または夜の部）の開始前に実施しなければ

ならない。 

…。 

写真判定員主任はトラック競技審判長とスターターの

協力を得て、写真判定システムがスターターの信号器

の合図によって自動的に、TR19.13.2 に定められた時

間内（0.001 秒以内）で正しく作動するかどうかのゼロ・

コントロールテストを、各セッション（午前の部または

夜の部）の開始前に実施しなければならない。 

TR19.23.3 （新規追加） 〔注意〕 

道路競技の 1 マイルは、次のより長い 0.01 秒に変換す

る（切上げる）。 

TR19.24.5 （新規追加） 〔注意〕ⅱ.  

道路競技の 1 マイルは、次のより長い 0.1 秒に変換す

る（切上げる）。 

TR23.4 

 

〔例 2〕（9 レーン・外水濠・第 1 障害の移動） 

スタートラインから最初の 1 周に入るまで障害物を置

かない         39ｍ280 

 

最初の 1 周に入ってから第 1 障害物までの距離 

                    15ｍ104 

スタートラインから最初の障害物まで   70ｍ 

 (第 1 障害物を移動する距離            15ｍ616) 

第 1 障害物から第 2 障害物までの距離    84ｍ592 

〔例 2〕（9 レーン・外水濠・第 1 障害の移動） 

スタートラインから最初の 1 周に入るまで障害物を置

かない         39ｍ280 

スタートラインから最初の障害物まで   70ｍ 

最初の 1 周に入ってから第 1 障害物までの距離 

                    30ｍ720 

(第 1 障害物をフィニッシュライン側に移動する距離 

15ｍ616) 

第 1 障害物から第 2 障害物までの距離    84ｍ592 

TR24.11 

 

リレー競技のチームの編成は、各ラウンドの第 1 組の

招集完了時刻の 1 時間前までに正式に申告しなければ

ならない。一度申告したらその後の変更は、招集完了時

刻までに主催者が任命した医務員の判断がない限り、

認められない。 

リレー競技のチームの編成は、各ラウンドの第 1 組の

招集完了時刻の 1 時間前までに正式に申告しなければ

ならない。一度申告したらその後の変更は、その組の招

集完了時刻までに主催者が任命した医務員の判断がな

い限り、認められない。 

TR24.13.2 はじめの二人の走者はレーンで走り、・・・ 第 1 走者と第 2 走者はレーンで走り、・・・ 

TR25.3 

 

・・・。 

各マーカーが単一のものであることの要件は、審判長によって

分かりやすく解釈されるべきである。例えば製造業者が 2 つの

部品を使用して、そのように使用することを意図した単一の構

造を作る場合、それは許されるべきである。同様に競技者がマ

ーカーを同じ場所に置くことを選択した場合、または走高跳で、

テープを細かく裂きより鮮明に目立たせる目的で異なる形の単

一マーカーを作った場合は、それぞれ許容されるべきである。 

 

・・・。 

各マーカーが一体構造のものであることの要件は、審判長によ

って分かりやすく解釈される必要がある。例えば、製造業者が

そのように使用することを意図した一体構造物を作るために

2 つの部品を使用することは許されるべきである。同様に、複

数の競技者がマーカーを同じ場所に置くことを選択した場合、

または走高跳で、テープを細かく裂きより鮮明に目立たせる目

的で異なる形状のマーカーを作った場合も、それぞれ許容され

るべきである。 

TR25.6 

 

（新規追加） 〔注意〕 

ⅴ 国際競技会定義 1.5、1.9、1.10 の競技会では、当

該競技会に適用される規則または主催者が決定す

る他の方法によって、競技者はシード、ランク付

け、競技順序が割り当てられる場合があるが、そ

の内容は事前に競技者とその代理人に通知される

ことが望ましい。 

TR25.12 

 

〔国内〕 

予選通過標準記録および決勝の競技者数など予選の条

件は、主催者が決める。 

〔国内〕 

予選通過標準記録および決勝の競技者数など予選通過

の条件は、主催者が決める。 

TR25.17 

 

担当審判員は競技者に試技を開始するための用意が完

了していることを示さなくてはならず、この瞬間から

試技時間のカウントダウンが始まる。 

棒高跳における時間は、競技者からの事前の申告に従

ってバーが調整された時から開始する。さらに調整す

るための追加時間は認められない。 

競技者が試技時間内に競技を開始していれば、試技の

完了前に試技時間が超過しても、その試技は認められ

担当審判員は競技者に試技を開始するための用意が完

了していることを示さなくてはならず、この瞬間から

試技時間のカウントダウンが始まる。 

棒高跳における時間は、競技者からの事前の申告に従

ってバーが調整された時から開始する。さらに調整す

るための追加時間は認められない。 

競技者が試技時間内に競技を開始していれば、試技の

完了前に試技時間が超過しても、その試技は認められ
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る。 

試技時間のカウントダウンが始まった後に競技者がそ

の試技を行う意思がない場合、制限時間が過ぎるのを

待って無効試技として扱う。 

次の試技時間は通常は超えてはならない。試技時間を

越えたら TR25.18 を除き、無効試技として記録する。 

る。 

試技時間のカウントダウンが始まった後に競技者がそ

の試技を行わないと決めた場合、制限時間が過ぎるの

を待って無効試技として扱う。 

次の試技時間は超えてはならない。試技時間を越えた

ら TR25.18 を除き、無効試技として記録する。 

TR25.17 

 

** 

単独種目・混成競技ともに、残っている競技者数に関係

なく適用し、走高跳・棒高跳では高さが変わった場合に

も適用する。 

** 

単独種目・混成競技ともに、残っている競技者数が 2 名

以上の時に適用し、走高跳・棒高跳では高さが変わった

場合にも適用する。 

TR25.17 

ｸﾞﾘｰﾝ 

 

・・・。審判員と審判長は特に時計をスタートさせる時間を決定

するときや、「タイムアウト」となり無効試技を宣告するときに、現

在置かれている競技会の環境を十分に理解していなければなら

ない。 

・・・。審判員と審判長は特に時計をスタートさせる時間を決定

するときや、「タイムアウト」となり無効試技を宣告するときには、

イベントプレゼンテーションの指示の内容も含めた競技会の進

行状況を十分に理解していなければならない。 

TR27.8 …。 

バー止めはバーの両端の下辺と同じ高さとする。 

…。 

バー止めはバーの両端直下の踏切場所の地面から同じ

高さでなければならない。 

TR28.12 

ｸﾞﾘｰﾝ 

 

(1) 競技者がタッチしたクロスバーがバー止め上で震えることが

よくある。審判員主任はクロスバーの位置に応じてバーの揺

れを止めるタイミングを決め、特に TR20.10 と TR28.4 に

含まれる特別な状況を見極め、適切な旗を掲げなければな

らない。 

(1) 競技者がタッチしたクロスバーがバー止め上で揺れている

ことがよくある。審判員主任はクロスバーの位置に応じてバー

の揺れを止めるタイミングを決め、特に TR26.10 と

TR28.4 に含まれる特別な状況を見極め、適切な旗を掲

げなければならない。 

TR29.12  風速は競技者が踏切板から走幅跳で 40ｍ、… 風速は競技者が踏切線から走幅跳で 40ｍ、… 

TR31.4 

 

〔国内〕 

踏切板は砂場の近い方の端から男子 13ｍ、女子 10ｍよ

りも短くしないことが望ましい。 

〔国内〕 

踏切線は砂場の近い方の端から男子 13ｍ、女子 10ｍよ

りも短くしないことが望ましい。 

TR32.14 

ｸﾞﾘｰﾝ  

TR32.14.2 の注釈の追加は、砲丸投、円盤投またはハンマ

ー投で・・・ 

TR32.14.2〔注意〕は、砲丸投、円盤投またはハンマー投

で・・・ 

TR38.1 

TR38.8 

TR38.9 

握り 

 

グリップ 

 

TR38.1 

 

…。上記以外の投げ方は認められない。 

 

…。正常とはいえない投げ方は認められない。 

 

TR38.7 

 

柄は先端に向け尖った金属の頭部とつながっていなけ

ればならない。先端部分はすべて金属でなければなら

ない。頭部の表面が全体的に滑らかで均一であること

を条件として、穂先の先端に別の合金で補強した先端

を取り付けてもよい。先端の角度は 40 度を超えないも

のとする。 

柄は穂先に向けて金属の頭部とつながっていなければ

ならない。頭部は全て金属製でなければならない。頭部

の表面が全体的に滑らかで均一であれば（TR33.4 参

照）、頭部の端に別の合金で補強した先端部を取り付け

てもよい。先端部の角度は 40 度を超えてはならない。 

TR38.9 

 

切断面はどこでも完全に円形でなければならない（〔注

意〕ⅰ参照）。柄の最大直径は握りの直前でなければな

らない。握りの下の部分を含む柄の中央の部分は、筒状

かやりの後方に向かって幾分細くなるようにするが、

直径の減少は握りの直前、直後について 0.25 ㎜を超え

てはならない。握りのところから、やりは先端と末端に

向かってだんだん細くする。 

 

握りのところから先端および末端に至る縦断面は直線

であるか、もしくは、わずかなふくらみがあってもよい

が（〔注意〕ⅱ参照)、穂先の直前の部分および握りの直

前、直後の部分を除き、やりの長さの全体を通して直径

に急な変化をつけてはいけない。やりの穂先の後ろの

部分における直径の減少は 2.5 ㎜以下とし、… 

 

切断面はどこでも完全に円形でなければならない（〔注

意〕ⅰ参照）。柄の最大直径はグリップの直前でなけれ

ばならない。グリップの下の部分を含む柄の中央の部

分は、筒状かやりの後方に向かって幾分細くなるよう

にするが、グリップの直前から直後までの直径の減少

は 0.25 ㎜を超えてはならない。やりは、グリップから

先端部の先と後部末尾に向かってだんだん細くなって

いなければならない。 

グリップから先端部の先および後部末尾に至る縦断面

は直線であるか、もしくは、わずかなふくらみがあって

もよいが（〔注意〕ⅱ参照)、頭部の直前の部分およびグ

リップの直前、直後の部分を除き、やりの長さの全体を

通して直径に急な変化をつけてはならない。やりの頭

部の後ろの部分における直径の減少は 2.5 ㎜以下とし、

… 
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TR38.9 

 

〔注意〕ⅱ 

…、やりと直定規の間に 0.20㎜厚のフィラー・ゲージ

が入る隙間があってはならない。ただし、これは穂先と

柄の接合部分については適用しない。 

〔注意〕ⅱ 

…、やりと直定規の間に 0.20 ㎜厚のフィラー・ゲージ

が入る隙間があってはならない。ただし、これは頭部と

柄の接合部分については適用しない。 

TR38.12 

 

金属製穂先の角度は 40 度を超えてはならない。穂先の

先端から 150 ㎜のポイントでの直径は柄の一番太いと

ころの 80％を超えてはならない。重心と金属製穂先の

先端との中間点において、直径は柄の一番太いところ

の 90％を超えてはならない。 

金属製頭部の先端部の角度は 40 度を超えてはならな

い。頭部の先端部から 150 ㎜のポイントでの直径は柄

の一番太いところの 80％を超えてはならない。重心と

金属製頭部の先端部との中間点において、直径は柄の

一番太いところの 90％を超えてはならない。 

 

TR38.13 

ｸﾞﾘｰﾝ 

 

c. 落下域において距離を計測するための痕跡を確認する審

判員。もし、やりが角度線の外に落下した場合、この審判員

もしくはプリズムを持っている審判員は、その事実を、腕を外に

向けるようなしぐさで伝える。有効試技の場合はこのような合

図は不要である。 
 

c. 落下域において距離を計測するための痕跡を確認する 1

名ないし2名の審判員。もし、やりが角度線の外に落下した

場合、この審判員もしくはプリズムを持っている審判員（角

度線に近い方のどちらか）は、その事実を、腕を外に向けて

まっすぐ示すようなしぐさで伝える。やりが頭部から先に着

地しなかったと判断した場合にも適切な合図が必要で、旗

以外の何らかの合図で伝えることを推奨する。有効試技の

場合はこのような合図は不要である。 

TR39.9 

ｸﾞﾘｰﾝ 

 

・・・。 

TR39.9 には競技会における単独種目ごとに 1 つの計時シス

テムのみが適用されるとあるので、すべての競技者は手動計時

用の混成競技採点表を使用して、手動時間基づいてポイント

を決定する。 

他の種目ではすべての競技者が写真判定で計時できた場

合、その種目は写真判定用の混成競技採点表を使用するこ

とができる。 

・・・。 

TR39.9 には競技会における単独種目ごとに 1 つの計時シス

テムのみが適用されるとあるので、異なる計時システムが用い

られた場合、すべての競技者のポイントは手動計時用の混成

競技採点表を使用して決定する。 

他の種目ですべての競技者が写真判定で計時できた場合、

その種目は写真判定用の混成競技採点表を使用してポイン

トを決定することができる。 

TR54.7.3 

 

 

距離（その長さを含む） 時間 

5,000ｍ・ 5km まで 30秒 

10,000ｍ・10km まで 1分 

20,000ｍ・20km まで 2分 

30,000ｍ・30km まで 3分 

35,000ｍ・35km まで 3分30秒 

3分30秒 4分 

50,000ｍ・50km まで 5分 
 

距離（その長さを含む） 時間 

5,000ｍ・ 5km まで 30秒 

10,000ｍ・10km まで 1分 

20,000ｍ・20km まで 2分 

30,000ｍ・30km まで 3分 

35,000m・35km まで 3分30秒 

40,000ｍ・40km まで 4分 

50,000ｍ・50km まで 5分 
 

TR54.12 

 

競技者は競技役員の許可と監視下にある場合、歩くべ

き距離を短くしない条件ならば、示されたコースを離

れることができる。 

競技者は競技役員の許可を得て、かつその監督下にあ

る場合は、コースを離れたことにより歩くべき距離が

短くならないことを条件に、示されたコースを離れる

ことができる。 

TR54.13 

 

審判長が審判員、監察員またはそれ以外の報告により、

競技者がコースをはずれ距離を短くしたと判定した場

合、競技者は失格となる。 

審判長が審判員、監察員またはそれ以外の大会関係者

の報告により、競技者がコースをはずれ距離を短くし

たと判定した場合、競技者は失格となる。 

TR55.1 道路競技の標準となる距離は、5km、10km、15km、

20km… 

道路競技の標準となる距離は、1 マイル、5km、10km、

15km、20km… 

TR55.2 

 

〔注意〕 

ⅰ 標準距離の道路競走においては・・・50％以下とす

る。世界記録の公認については CR32.21.2 を参照す

ること。 

〔注意〕 

ⅰ 標準距離の道路競走においては・・・50％以下とす

る。世界記録の公認については CR31.21.2 を参照す

ること。 

TR55.3 

 

〔注意〕 

ⅳ 標準距離の道路競走においては、スタートとフィニ

ッシュ地点の 2 点間の標高の減少は全体として

1,000 分の 1(0.1%)を超えないことが望ましい(即ち

1 ㎞あたり 1ｍ)。記録の公認については CR32.21.3

を参照すること。 

〔注意〕 

ⅳ 標準距離の道路競走においては、スタートとフィニ

ッシュ地点の 2 点間の標高の減少は全体として

1,000 分の 1(0.1%)を超えないものとする(即ち 1 ㎞

あたり 1ｍ)。世界記録の公認については CR31.21.3

を参照すること。 
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TR55.5 

 

〔国際〕 

ロードリレーでは、…10ｍにも引く。引継ぎは、主催

者が別途規定しない限り、前走者と次走者との間で受

け渡すことを指し、そのすべての動作がこの引き継ぎ

区域内で完結しなければならない。 

 

〔国際〕 

ロードリレーでは、…10ｍにも引く。引継ぎは、主催

者が別途規定しない限り、前走者と次走者との間で身

体的接触によって行われなければならず、そのすべて

の動作がこの引き継ぎ区域内で完結しなければならな

い。 

TR55.9 

 

道路競技で競技者は競技役員の許可を得て、かつその

監督下にある場合は、コースを離れたことにより走行

距離が短くならないことを条件に、示されたコースを

離れることができる。 

競技者は競技役員の許可を得て、かつその監督下にあ

る場合は、コースを離れたことにより走るべき距離が

短くならないことを条件に、示されたコースを離れる

ことができる。 

 

TR56.5 

 

…。主催者が具体的に明記していない限り、走者間での

受け渡しはこのゾーンの中で前走者と次走者の体の

「タッチ」によって行われなければならない。 

…。主催者が具体的に明記していない限り、走者間での

受け渡しはこのゾーンの中で前走者と次走者の身体的

接触によって行われなければならない。 
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機械的補助用具規程 

（WA：C2.1B MECHANICAL AIDS REGULATIONS） 

 

 

〔注意〕原文との解釈に相違がある場合は原文を優先する。 

 

特定用語の定義 

この規程で使用される単語および語句は、憲章および一般定義で定められているものと同義とする。以下

のものは次の通りとする。 

 

対象競技会 

WA、エリア陸連、または各国連盟のいずれかによって開催が認可された競技会を意味し、WA の関連する

すべての規程および規則が遵守され、その結果として、世界ランキングポイントが獲得される競技会。 

（https://www.worldathletics.org/world-rankings/introduction 及び

https://www.worldathletics.org/world-ranking-rules/basics 参照） 

さらに、各国連盟が開催を認可した競技会の場合、各国連盟は WA の統計および結果の取扱いの目的に合

致するものとして、当該競技会を承認しなければならない。 

該当者 

インテグリティ行動規範（Integrity Code of Conduct）の規則 1 に該当する個人と団体。 

申請書 

本規程 4.1 に従い、WA に提出される申請書（WA のウェブサイトから入手可能。審査委員（Review 

Officer）からの要求に応じて利用可能）。 

事務総長（または事務総からに任命された者） 

WA 事務総長または事務総長から任命されたスタッフ。 

独立した専門家 

事務総長（または事務総長から任命された者）によって随時任命される生体力学（バイオメカニクス）や

その他の適切な資格のある専門家。本規程にもとづいて生じる各種の問題についてテストや検討を行う。 

跳躍種目 

競技規則（TR）で定義されている走高跳、走幅跳、棒高跳、三段跳。 

マッシュ（MASH） 

最大許可身長（Maximum Allowable Standing Height）。競技者が競技に出場するに際して認められる最

大の身長。世界パラ陸上競技連盟（WPA）の定める公式によって算出する。両下肢欠損症によりパラ陸上

競技会に出場する資格があり、競技を行うために両足ともに義足を使用する必要がある者に適用される

（この公式は競技者の下肢以外の測定値に基づく）。その競技者はパラ陸上競技の競技クラス T/F61 または

T/F62 に出場する。 

機械的補助用具 

(1)身体に障がいのある競技者が競技会に出場できるようにするために使用する、1 つまたは複数のパッシ

ブ（受動的）補助義肢用具（ランニング専用義肢を含む）、または、(2)WA によって機械的補助用具として

随時指定される、その他の補助用具または器具。 

機械的補助用具審査パネル 

カウンシルによって任命された委員による委員会。その委任事項に従い本規程に関する申請を受付け、申

請事項に対する決定を行う。また、カウンシルから随時委任される、その他の役割と責任を果たす。 

競歩種目 

競技規則（TR）で定義されているものと同じ。 

本規程 

機械的補助用具規程（the Mechanical Aids Regulations）。随時、修正される。 

審査委員 

本規程に関して生じる問題について WA に代わって行動する WA 事務総長（または任命された者）から指

名されたスタッフ（または更に任命された者）のメンバー。 

競走種目 

競技規則（TR）で定義されている道路競技種目、トラック競技種目、クロスカントリー、マウンテン＆ト

レイルレース。 

スタッフ 

WA のために、または WA の代理人として仕事をするために雇用されている者、またはその任務に従事し

陸連 Web に掲載 
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ている者（特に明記されていない限り、インテグリティユニットで雇用または当該任務に従事している者

を含む）。 

競技規則（TR） 

WA 体系：C2.1 に定められている規則。https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-

rules より入手可能。 

投てき種目 

競技規則（TR）で定義されている円盤投、ハンマー投、やり投、砲丸投。 

ワールドアスレティックスシリーズ大会（WAS 大会） 

世界陸上競技選手権、世界室内陸上競技選手権大会、世界リレー、U20 世界陸上競技選手権、世界ロード

ランニング選手権、世界競歩チーム選手権および世界クロスカントリー選手権大会。 

ワールドパラアスレティックス（WPA・世界パラ陸上競技連盟陸連） 

国際パラリンピック委員会によって承認された、パラ陸上競技のための国際連盟。 

 

1.概要 

1.1 WA は陸上競技の世界的なガバナンスと規制を担う国際連盟として、身体的障がいのために機械的補助用

具を使用する競技者が、対象競技会へ支障なく参加できるように、WA 憲章 4.1(a)(c)(d)(e)(j)および

TR6.3.4 に加えて、以下の義務に基づき、本規程を採用する。 

1.1.1 WA は陸上競技スポーツに関与し、以下のことを実現するために、競技と競技規則を確立する必要が

ある。 

(a) スポーツの基本的な価値と意義を示し、賛美し、公正で有意義な競技を保証する。 

(b) 陸上競技の本質を定義し、保護し、特に陸上競技でのパフォーマンス（記録を含む）は、テクノ

ロジーではなく人間の優位性によって達成されることを示す。  

(c) 参加者の健康と安全を守る。 

1.1.2 WA は競技や競技規則はできる限り包括的なものであることが望ましいと考えるが、場合によって

は、特定の競技者の資格要件にも影響を与える可能性があることを認識している。 

1.1.3 WA はスポーツの基本的な性質、価値、意義を守るために必要な範囲で、身体的障がいのために機械

的補助用具を使用する競技者に対して、対象競技会への参加を勧め、促進する。その際には競技会

規則（CR）および競技規則（TR）で定められている公平で有意義な競技会の実現を図り（特に競

技者への助力の禁止）、競技者の健康と安全を守る。 

1.1.4 本規程で確立している機械的補助用具の使用許可（承認）および許可（承認）要件、手続きや条件

は、陸上競技の公平性を保証することのみを意図している。そこには機械的補助用具を使用する競

技者の尊厳に対するいかなる種類の攻撃といった意図は一切なく、競技者の尊厳とプライバシーを

尊重し、守り、障がいを理由とする不適切な差別や汚名を着せることを避けるが最も重要なことと

している。本規程に関連して生じるあらゆる問題は、慎重に取り扱われるべきものであることを認

識し、公正に、一貫性を持って、機密性の高い方法で処理および解決しなければならない。 

1.2 本規程は 2022 年 3 月 25 日から発効するが、各案件の発生が本規程発効日の前後を問わず、いずれの場

合も本規程が適用される。本規程は拘束力があり、競技者、加盟団体、エリア陸連、競技者代理人、加

盟団体役職員およびその他すべての該当者によって遵守されなければならない。本規程は関係する科学

的、医学的、その他の進歩を考慮して定期的に見直され、WA によって随時修正される可能性がある。

修正があれば、WA が修正を公表した際に指定する日付から効力を持つ。 

1.3 本規程はグローバルに運用し、国際レベルの競技会への参加に関する規則を定めている。このため、国

レベルや地域レベルの法令を参照することなく、独立かつ自律的した条文として、更には上述の本規程

の意義を守り、推進するという意味で解釈され、適用される。 

1.4 本規程で予見していない問題が生じた場合、WA は上述の本規程の意義を守り高めていくという考えで対

処する。 

 

2.本規程の適用 

2.1 本規程は身体に障がいがある競技者が、対象競技会で機械的補助用具を使用することが許可（承認）さ

れるための手続きを明確化するものである。 

2.2 機械的補助用具を使用して対象競技会に参加することを希望する競技者は、参加条件として以下のこと

に同意する。 

2.2.1 本規程を完全に遵守すること。 

2.2.2 本規程に基づいて任命された 審査委員および機械的補助用具審査パネルに対して、迅速かつ誠実に

協力すること。そこには以下の内容を含む。 

(a) 規則を遵守していることの競技者自身による評価と、本規程で言及されている適格条件が継続的

に遵守されていることをチェックするために、必要とされる全ての情報と証拠を両者に提供するこ

https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules
https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules
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と。 

(b )WA からの要請に基づいて、身体検査およびパフォーマンステスト、MASH 測定値の収集、本規

程 4.2.2 および 5.2 に準拠するその他の調査に、完全かつ誠実に参加すること。 

2.2.3 モナコ公国における個人情報保護およびその他の法令で求められる最大限の範囲で、本規程を効果的

に実施し適用するために必要な情報（機密性の高い個人情報を含む）の収集、処理、開示および使

用に同意すること。 

2.2.4 本規程への異議申立および本規程に基づいてなされた決定に対して上訴する場合は、本規程 7 に定め

られた手続きに従うこと。本規程の定めに準じていない裁判所やその他の法廷に訴訟を提起しない

こと。 

2.3 競技者は理由を明示するか否かを問わず、本規程 2.2 に従って行った同意をいつでも取消すことができ

る。その場合、競技者は本規程 3（3.2.2 を除く）での機械的補助用具の使用許可（承認）取得請求を取

り下げたと見なされ、当該競技者が既に機械的補助用具の使用許可（承認）を受けていたとしても、本

規程 4 に準拠した対象競技会では、その許可（承認）は自動的に取り消される。 

2.4 本規程 5.8 に従って WA に情報提供を行うことにより、WA の管轄下におかれる全ての該当する個人及び

団体（該当者）は、 

2.4.1 本規程に拘束され、本規程を完全に遵守する必要がある。特に、正確で完全な情報を提供することが

求められているので、悪意を持って、あるいは不適切な目的で情報提供を行わないことも含まれ

る。 

2.4.2 本規程に基づいて任命された審査委員および機械的補助用具審査パネルに対して、迅速かつ誠実に協

力しなければならない。 

2.5 本規程の適用と実施において、各加盟団体は WA に協力し、WA を支援し、本規程 8 に定められた守秘義

務を厳守しなければならない。 

2.6 各加盟団体は、本規程が適用される競技会を除き、加盟団体独自の競技会では、機械的補助用具を使用

して参加する競技者の適格性を判断するために、独自の規則を適用する権利がある。尚、誤解がないよ

うに付言すれば、国レベルの競技会で加盟団体による独自規則の適用有無は、機械的補助用具を使用す

る競技者の対象競技会（ワールドランキング対象競技会）の出場資格に、何ら影響をもたらさない。対

象競技会の競技者の出場資格は、あくまでも本規程を参照することによってのみ決定される。 

 

3.一般禁止事項および許可（承認）の要件 

3.1 対象競技会で競技者が機械的補助用具を使用することは、以下の場合に限定される。 

(1)本規程 4 の手続きに従って、WA によって事前に使用が許可（承認）されている場合、または、 

(2)本規程 3.2.2 に従って、許可（承認）されている場合。 

3.2 許可（承認）のある場合と許可（承認）のない場合 

3.2.1 競技者が WA から機械的補助用具の使用を許可（承認）されている場合 

a. 競技者は対象競技会で機械的補助用具を使用して競技を行う資格がある。但し、常に本規程 5.2 に

従い、本規程 4.3.2 および 3.5 の条件に従う。 

b. 競技会主催者は、障がいを持つ競技者の結果と他の競技者の結果を同一カテゴリーに一緒に表示す

る。該当する場合は、WPA クラス分け規則に従った競技者の競技クラスも表記する。当該競技者の

記録は、WA の記録対象として有効なものとして扱われる。 

3.2.2 競技者が申請手続きに従わなかった、本規程 2.3 により競技者が同意を取消した、競技者の申請が承

認されなかったことにより、競技者が WA から機械的補助用具の使用を許可（承認）されていない

場合 

a. 競技者は WAS 大会およびオリンピック競技大会の陸上競技種目を除く対象競技会で、機械的補助

用具を使用して競技をする資格がある。但し、常に本規程 3.5 に従う。 

b. 競技会主催者は、障がいを持つ競技者の結果と他の競技者の結果を別のカテゴリーに分けて表示す

る。該当する場合は、WPA クラス分け規則に従った競技者の競技クラスも表記する。当該競技者

の記録は、WA の記録対象として無効なものとして扱われる。 

3.3 本規程 3.4 に従い、対象競技会で競技者が機械的補助用具を使用することを許可（承認）するかどうかを

決める際、WA は以下の点を考慮する。 

3.3.1 機械的補助用具の使用によって、競技者に総合的な競技上の優位性をもたらす可能性があると考えら

れるかどうか、下記(a)と(b)を比較する。 

(a)機械的補助用具を使用する競技者が、障がいを持っていることにより機械的補助用具を使用するこ

とで達成できるパフォーマンス と、 

(b)同じ競技者が、障がいを持っていないことによりその機械的補助用具を使用しないで同じ種目で達

成できるであろうパフォーマンス。 

機械的補助用具が競技者に総合的な競技上の優位性をもたらすと考えられる場合は、その使用を許可
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（承認）しない。 

3.3.2 「総合的な競争上の優位性」を考えるにあたっては、機械的補助用具が運動パフォーマンスに与える

長所と短所を比較し検討する。機械的補助用具を使用する競技者が総合的な競技上の優位性を持つ

とは、機械的補助用具の使用を必要としない競技者が持たな（達成できない）優位性を持つという

ことである。 

3.3.3  WA が競技者に機械的補助用具の使用を許可（承認）しない場合、WA はその機械的補助用具を使

用することが競技者に総合的な競技上の優位性を与えると証明する責任がある。その際には、優位

性を比較考量することを基準とする。 

3.4 WA が本規程 3.1 および 4 に従って行われた申請を検討する際には、以下の競技者は、機械的補助用具を

使用しても総合的な競技上の優位性は得られないという推定がなされる利益を受ける。 

3.4.1 両脚または両脚の一部を欠損していて、（WPA の適切な委員によって評価および決定された）

MASH 以下で、競走種目や競歩種目や投てき種目で機械的補助用具の使用許可（承認）を申請する

競技者。 

3.4.2 片脚または片脚の一部を欠損していて、競走種目や競歩種目や投てき種目で、または三段跳以外の跳

躍種目で機械的補助用具を使用しない（義肢を使用しない）方の脚で踏切を行う場合の、機械的補

助用具の使用許可（承認）を申請する競技者。 

3.4.3 片方または両方の腕、または両腕の一部を欠損していて、競走種目や競歩種目や跳躍種目で機械的補

助用具の使用許可（承認）を申請する競技者。 

3.4.4 片方の腕または片方の腕の一部を欠損していて、競走種目や競歩種目や跳躍種目で、または投てき種

目で機械的補助用具を使用しない（義肢を使用しない）方の腕で投てきを行う場合の、機械的補助

用具の使用許可（承認）を申請する競技者。 

総合的な競技上の優位性は得られないという推定は、審査委員の持つ本規程 4.2.2 に定められている裁量

や、5.2 で定められている何時でも追加調査ができる権限を制限するものではなく、WA による当該推定

への反論（あるいは反論を試みること）ができなかったとしても、関連するいかなる場合においても、

WA がその権利を放棄したことにはならない。 

3.5 誤解がないように付言すれば、 

3.5.1 競技者が本規程に定められた機械的補助用具の使用許可（承認）で課される義務、即ち、 

(a) 機械的補助用具の使用有無にかかわらず、WA が定める規則に基づき、全ての競技者に適用される

他の資格要件や、 

(b)（該当する場合は）関係する全期間を通して適用されなければならない、特定の競技会に適用され

る資格要件や申込基準、その他の要件 

には、影響を与えない。 

3.5.2 他の全ての規則および規程を遵守することを条件として、競技を行う際に機械的補助用具の使用する

必要のない障がいのある競技者（例えば、聴覚障がいのある競技者や部分的に視覚障がいのある競

技者）は、対象競技会に先立って本規程に基づいた申請を行う必要はない。障がいのある競技者が

出場する場合、審判長は CR18.8 に定められている裁量を行使するかどうかを検討することができ

る。 

 

4.使用許可（承認）の申請手順 

4.1 許可申請（承認） 

4.1.1 対象競技会で機械的補助用具の使用許可（承認）を得たいと考える競技者は、申請書と許可（承認）

申請に関連する全ての根拠情報を記載した書類を審査委員に提出しなければならない。両下肢が欠

損していて、競技を行うために 2 本の義足を使用する必要のある競技者が機械的補助用具の使用許

可（承認）申請を行う際には、WA に申請書を提出する前に、該当する WPA パネルが MASH を評

価し、決定している必要がある。誤解がないように付言すれば、こうした競技者は、その時点の

WPA シーズンに適用される WPA の MASH 評価結果を証明資料として、申請書とともに WA に提

出しなければならない。WPA クラス分けマスターリストからの抜粋は、証明書として認められる。 

4.1.2 申請書は以下の必要書類を添付して提出しなければならない。 

(a) 競技者の障がいを示す証拠。 

(b) 使用許可（承認）を求める特定の機械的補助用具に関する情報（製造元とモデル、関連する設定

状況と特注品で構成された部分を含む）。 

(c) 使用許可（承認）を求める該当種目情報。 

(d) 該当する場合、競技者の MASH および身体の測定値（WPA クラス分けパネルによって測定およ

び計算された値）。 

(e) 該当する場合、機械的補助用具審査パネルでの検討内容に関連すると考えられる、機械的補助用具

を使用する競技者に対して実施した生理学的パフォーマンスデータ、およびバイオメカニカルテス
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トのデータ（ならびに、そのデータの分析結果と専門家の意見）。 

(f) 機械的補助用具審査パネルでの検討に関係すると競技者が考える、その他の証拠。 

4.1.3 競技者には提供する情報が正確かつ完全であることを保証する責任があり、機械的補助用具審査パネ

ルの個別評価に関係するもの全てを提出する。 

4.1.4 該当する場合、当該競技者を担当する医師から審査委員および機械的補助用具審査パネルに対して、

機械的補助用具審査パネルが評価に必要と考えるあらゆる情報を審査委員が満足する形で開示する

よう、競技者は適切な同意と免責を与えなければならない。 

4.1.5 本規程 4.3.4 に常に従い、用具の使用許可（承認）が適切な時期に得られるようにするために、競技

者は参加希望の対象競技会の少なくとも 24 週間前に、申請書を審査委員に提出しなければならな

い。但し、実際には使用許可（承認）決定が簡単に行われ、決定までの時間がとても短い場合があ

る。その場合には、審査委員はこの申請期限と結果を示す期限を厳格に適用することはない。 

競技者が特定の競技会に出場することを希望する場合、競技者はその競技会の資格規則をよく理解

し、それらの規則に従って有効な資格記録が得られるよう、適切な時期まで用具の使用許可（承認）

が下りるよう手続きを進めておく必要がある。（尚、使用許可（承認）が下りないこともあるので、

本規程 7 による上訴申立に十分な時間が確保されているよう、手続きをすべきである） 

4.2 WA による申請の確認と調査 

4.2.1 審査委員は申請書を受取ったら申請書と添付文書を確認し、必要に応じ競技者および競技者代理人と

連絡を取り、明らかな不備を是正するようを通知する。 

4.2.2 申請内容に応じて、またはその独自の裁量により、審査委員は追加調査と問い合わせを行い、以下の

追加の証拠（これらに限定されない）を収集することができる。 

a. WA の他の委員会、ワーキンググループおよび部門、または他の関係者との連絡、調整および助言

を得ること。 

b. 特定の問題について独立した専門家から意見を得ること。 

c. 独立専門家にパフォーマンステストと分析を委託すること。 

d. 競技者から MASH の測定値（WPA クラス分けパネルによって測定および計算された値）を得るこ

と。 

4.2.3 審査委員が本規程 4.2.2 に従って裁量権を行使し、追加調査と問い合わせを行い、追加の証拠を収集

したら、審査委員は機械的補助用具審査パネルに提出し、あわせて審査委員はそのコピーを競技者

にも渡す。 

a. 許可（承認）申請に対する WA の勧告。 

b. 許可（承認）するにあたっての条件（例えば、「特定の種目でのみ使用を認める」「特定モデルのみ

（特定ブランドのみ）使用を認める」「特定の機械的補助のみ使用を認める」）。 

c. 独立した専門家からの証拠等、信頼できる証拠。 

d. その他の報告書。 

e. 申請書および申請書に添付された全ての文書。 

これらは申請書の受領後、合理的な範囲で可能な限り迅速に提出する。 

WA は申請を合理的な範囲で可能な限り迅速に処理する必要があることを認識しているが、複雑な問

題に関する完全で有効な調査と検討を行うことに妥協してはならない。 

4.2.4 機械的補助用具審査パネルへの WA の勧告内容が、対象となる機械的補助用具の申請書通りの使用

許可（承認）以外のことであった場合、競技者は WA の勧告を受取ってから通常 2 週間以内に、WA

の勧告事項に関連するもの（当初の申請日時点では入手できなかった、新たな裏付けとなる証拠も

含まれる）を審査委員に提出することができる。審査委員はその提出されたものを機械的補助用具

審査パネルに提出する。 

 

4.2.5 申請した競技者が本規程 4.2.4 に従って検討に値するものを提出した場合、WA は申請した競技者か

らの意見書を受取ってから通常 2 週間以内に、WA の勧告事項に関連するもの（当初の申請日時点

では入手できなかった、新たな裏付けとなる証拠も含まれる）を機械的補助用具審査パネルに提出

することができる。あわせて WA はそのコピーを競技者にも渡す。 

4.3 機械的補助用具審査パネルによる申請に対する決定 

4.3.1 本規程 4.2 で想定している最終勧告または提出物を受取ってから通常 2 週間以内に、機械的補助用具

審査パネルは必要とする追加情報（機械的補助用具審査パネルが求める形式等による）を当事者に

要求し、申請書について吟味し、WA と競技者に対して合理的な決定を下す。 

4.3.2 機械的補助用具審査パネルが競技者による機械的補助用具の使用を許可（承認）する場合、条件を付

す場合がある（例えば、「特定の機械的補助用具のみ使用を認める」「特定の種目（種目群）でのみ

使用を認める」）。機械的補助用具審査パネルは、競技者による使用を許可（承認）した機械的補助

用具の仕様（寸法、ブランド等）や、該当する場合は競技者の MASH、出場する競技会に競技者自
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らが持参するといった条件を含む、承認内容が確認できる公式文書（証明書等）を発行することが

できる。 

4.3.3 機械的補助用具審査パネルの決定は最終的なものであり、全ての関係者がその決定に拘束される。不

服な場合は、本規程 7 に従って上訴によってのみ異議を申し立てることができる。 

4.3.4 機械的補助用具審査パネルは申請された全ての事案について、合理的な範囲で可能な限り迅速に、理

想としては本規程 4 に定められた期限内に評価を行う。但し、いかなる場合であっても（特に承認

の検討が競技者による申請によるのか、WA による調査によるのかを問わず）、WA または機械的補

助用具審査パネルのメンバーは、WA または機械的補助用具審査パネルが評価を完了するまでに要

した期間の長さの結果として、競技者または他の誰かが被ったいかなる損害についても責任を負わ

ない。 

4.4 競技者または審査委員は、本規程 4 に定められた期限の延長を機械的補助用具審査パネルに対して請求

することができる。これに対して、機械的補助用具審査パネルは独自の裁量により、期限延長の請求を

認めたり拒否したりする。 

 

5.遵守状況（コンプライアンス）の監視／調査 

5.1 審査委員は競技者の本規程の遵守状況を監視し、通知の有無や、無作為または指名による対象者決定方

法を問わず、適切な手段によって競技者の使用する機械的補助用具の検査および評価をいつでも行うこ

とができる。該当する場合、競技者の身長を測定し、MASH 以下で競技しているかについて検査および

評価を行うことができる。競技者はこの目的のための全ての合理的な要求に同意すること。 

5.2 審査委員（または審査委員から任命された者）は本規程 5.1 に加え、対象競技会で適切な資格を持ち承認

された役員または審判長に対して、機械的補助用具の検査を行うように、該当する場合には、競技者の

身長を測定し MASH 以下で競技しているかについて検査するように指示することができる。 

5.3 本規程 4.3.2 に従い機械的補助用具審査パネルから使用許可（承認）証明書が発行された競技者は、審査

委員または適切な資格を持ち承認された役員または審判長による検査にために、求めに応じていつでも

提示できるように証明書を準備しておく必要がある。 

5.4 競技者が本規程 5.2 による検査または計測で不合格になった場合、または本規程 5.3 による証明書の提示

を行わなかった場合、対象競技会では機械的補助用具の使用は認められない。競技者は本規程 3.2.2 に従

って対象競技会に限り出場することができるが、WAS 大会またはオリンピック競技大会では競技資格を

有さない。 

5.5 審査委員は本規程および機械的補助用具使用許可（承認）の条件が継続的に遵守されているかを監視す

る一般的な権限を持つことに加え、以下の点についていつでも調査することができる。 

5.5.1 対象競技会で 1 つまたは複数の機械的補助用具を使用している、または使用していると思われる競技

者の、補助用具の使用許可（承認）の有無。 

5.5.2 以前から本規程によって、1 つまたは複数の機械的補助用具の使用許可（承認）を得ている競技者に

対し、（その後の状況、学習、経験等での変化を理由として）更なる情報提供、独立した専門家によ

る性能テストと分析ならびに、機械的補助用具審査パネルによる追加承認の必要性。 

5.5.3 本規程および許可（承認）条件に対する潜在的な違反を示す状況。 

これらに該当する場合には、疑義のある競技者はその調査に完全かつ誠実に協力しなければならない。 

5.6 競技会の公平性および完全性、または競技者の安全を確保するために必要な場合には、WA の代行者とし

て行動する審査委員は暫定的に以下の点を停止（留保）することができる。 

5.6.1 当該競技者の WAS 大会やオリンピックへの出場。 

5.6.2 当該競技会での当該競技者の結果の扱い。 

5.6.3 疑義が解決するまで、当該競技者に対して以前に付与された許可（承認）。 

但し、こうした場合には合理的に実行可能な限り迅速に調査を完了するために、あらゆる合理的な努力が

払われる必要がある。こうした暫定的な停止（留保）または許可（承認）の停止に対しては、本規程

7.2.1 に従って上訴申立を行うことができる。 

5.7 本規程 5.2 に基づいて調査を開始できるのは審査委員のみであり、誠意をもって合理的な理由からの調査

のみを行う。例えば、競技者自身から、競技者が所属する加盟団体から、全国レベルの競技会または対

象競技会の役員または審判長からの情報を調査する。 

5.8 全ての個人の尊厳を尊重しなければならない。あらゆる形での虐待や嫌がらせは禁止される。以下に限定

されないが、特に、 

5.8.1 本規程に基づいて検討を行うために審査委員に対して情報提供を行う該当者やその他の個人または団

体は、次の厳格な義務を負う。 

(a) 情報が正確かつ完全であることを保証する。 

(b) 悪意を持っての情報提供、競技者への嫌がらせ行為、汚名を着せること、その他不適切な目的で

名声を傷つけることはしない。 
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これらの情報は本規程 8 に従い、厳秘に取り扱われる。 

5.8.2 障がいを理由として汚名を着せたり不適切な差別を行ったりすることは許されない。（これに限定さ

れないが）特に、競技者の外見や機械的補助用具の使用のみを理由とした迫害や宣伝活動は認めら

れない。そうした行為は本規程の重大な違反と見なされる。 

5.9 本規程 3.2.2 に基づく場合を除き、競技者が許可（承認）なしに、または許可（承認）条件を逸脱して機

械的補助用具を使用し、対象競技会に出場したと判断される場合には、いつでも、取りうる可能性のあ

るその他の行為が妨げられることなく、審査委員は対象競技会で競技者を失格とすることができる。そ

の競技会の結果に基づいて与えられるメダル、ランキングポイント、賞金、その他の報酬の没収を含

む、全ての結果を無効とする。 

 

6.懲戒手続 

6.1 対象 

6.1.1 競技者が WA の許可（承認）なく、1 つまたは複数の機械的補助用具を使用して、対象競技会に出場

した場合（本規程 3.2.2 に従っている場合を除く）。 

6.1.2 WA が機械的補助用具を使用して対象競技会に出場することを承認していた競技者が、WA の使用許

可（承認）条件を逸脱し、機械的補助用具を使用して対象競技会に出場した場合（本規程 3.2.2 に従

っている場合を除く）。 

6.1.3 WA から機械的補助用具を使用して対象競技会に出場することが承認され、その競技会への参加資格

を放棄していない競技者が、本規程および使用許可（承認）条件が継続的に遵守されているかを判

断する審査委員の努力に、完全にかつ誠実に協力しなかった場合。 

6.1.4 該当者やその他の個人または団体が、競技者による本規程違反や不履行に加担した場合。 

6.1.5 個人または団体が本規程 5.8 に違反した場合。 

6.1.6 本規程に関して何らかの違反や不履行があった場合。 

WA は該当者やその他の個人または団体による本規程に違反する可能性について、AIU(Athletics 

Integrity Unit)に付託することがある。該当者やその他の個人または団体による本規程違反の可能性は、

インテグリティ行動規範（the Integrity Code of Conduct）違反に該当する可能性があり、AIU 報告・調

査・訴追規則（非ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ）に基づき、AIU による調査と起訴や懲罰裁定機関規則に基づく審理の対象と

なる場合がある。 

6.2 本規程 6 に従って行われる懲戒手続において、本規程または本規程に基づいて下された決定に対し、競技

者は異議申立を行うことはできない。その代わりに本規程 7 に従って、上訴申立または仲裁申立を行う

ことができる。 

6.3 本規程 6 に基づく懲戒手続には、案件の状況に応じて課せられる可能性のある処分（制裁）として、以下

のものがある（但し、これらに限定はされない）。 

6.3.1 将来の行動に対する注意、訓告または警告。 

6.3.2 対象競技会での失格処分。その競技会の結果に基づいて授与されるメダル、ランキングポイント、賞

金、その他の報酬の没収を含む、全ての結果の無効。 

6.3.3 対象競技会への一定期間の参加資格停止。 

6.3.4 競技者に付与された機械的補助用具使用許可（承認）期間の撤回、一時停止、修正。 

6.3.5 罰金。 

6.3.6 違反が加盟団体のナショナルチームの 2 名以上が関係している場合、またはそうしたチームに関係す

る違反が複数ある場合には、チームおよび加盟団体に対する相応の制裁（例：チームの失格処分、

将来の対象競技会への参加資格の一定期間停止、罰金）。 

 

7.紛争の解決 

7.1 本規程の有効性に関する異議は、CAS（スポーツ仲裁裁判所）に対する通常の申立手続きによって、あ

るいは本規程 7.2 に従って CAS 対して行われる上訴の一部としてのみ行うことができる。 

7.2 本規程に基づいて下された以下の決定（以下に限る）に関しては、本規程 7 に従って CAS に仲裁申立を

行うことができる。 

7.2.1 競技会への競技者の出場を暫定的に停止する、あるいは本規程 5.6 により競技者に以前に与えた許可

（承認）を停止とする審査委員の決定に対して、競技者は上訴することができる。その場合、WA

が相手方となる。 

7.2.2 競技者が機械的補助用具を使用して対象競技会に出場できないとする機械的補助用具審査パネルの決

定に対して、競技者は上訴申立を行うことができる。その場合、WA が相手方となる。 

7.2.3 競技者が機械的補助用具を使用して対象競技会に出場できるとする機械的補助用具審査パネルの決定

に対して、WA は上訴申立を行うことができる。その場合、競技者が相手方となる。 

7.3 こうした異議申立または仲裁申立は英語で行われ、WA 憲章、規則や規程（特に本規程）に準拠しモナコ
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公国の法律が補助的に適用される。 

これらの WA 規程等とスポーツ仲裁関連 CAS 規則（the CAS Code of Sports-Related Arbitration）間

で矛盾がある場合は、WA 規程等が優先する。 

CAS はスポーツ仲裁関連 CAS 規則に従って、異議申立や仲裁申立の内容について審問し、最終的に決

定を下す。 

申立を行ったものは上訴陳述書（Statement of Appeal）から 15 日以内に上訴趣意書（Appeal Brief）

を提出する必要があり、相手方は上訴趣意書を受取ってから 30 日以内に答弁書を提出する必要がある。 

CAS による決定が出るまでは、CAS が特段の命令をしない限り、異議対象となっている規則または仲裁

申立の対象となっている決定は、引続き完全な効力を持つ。 

7.4 CAS の決定は最終的なものであり、その決定は全ての当事者を拘束する。スイス連邦国国際私法（the 

Swiss Federal Code on Private International Law）第 12 条で規定されている場合を除き、いかなる理

由であっても、当該決定に対する上訴やその他の異議申立を行う権利はない。 

 

8.守秘義務 

8.1 本規程に関して生じる全ての案件、特に本規程に基づいて WA に提供される競技者の全情報、実施され

た検査結果と評価については、常に厳重に取り扱われる。 

競技者に関する全医学的情報とデータは機密性の高い個人情報として取り扱われ、審査委員は常に、適

用されるデータ保護およびプライバシー保護に関する法令に従って処理されることを保証する。 

こうした情報は本規程にかかる目的以外で使用することはなく、以下を除いて第三者に開示されること

はない。 

(a)本規程を効果的に適用し施行するにあたり真に開示が必要とされる場合。 

(b)法令によって開示が義務付けられている場合。 

8.2 WA は関連する一般的な手続き内容や科学的な内容の説明を別とすれば、係争中の特定事案について公式

コメントはしない。但し、競技者または競技者代理人の公式コメントへの回答は除く。 

8.3 機械的補助用具審査パネルの各委員は、パネルの委員としての作業に関連し、適切な利益相反申告書と

秘密保持契約書に署名しなければならない。 

 

9.費用 

9.1 WA が実施する調査とテストの費用および、WA の要請により独立した専門家が行うテストに参加する競

技者の本規程を適用し遵守させるために必要な費用は（WA が必要とするテストや分析に参加する競技

者の関係者または代表者の旅費および宿泊費を含む）、合意された合理的旅費および宿泊費を除き、関連

する競技者が負担する。 

9.2 機械的補助用具審査パネルの設置に伴う経常費用は WA が負担する。 

 

10.責任制限 

10.1 いかなる状況においても、WA、機械的補助用具審査パネル委員、WA スタッフ、役員、代表者あるい

は本規程の管理に関与するその他の者は、本規程に関連して誠実に行われる行為、あるいは行われない

行為に関して、いかなる責任も負わないものとする。 


